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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに対向して配置された第１基板及び第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に配置され、前記第１基板と前記第２基板と共に放
電セルを区画する誘電体壁と、
　前記放電セルの周囲に沿って分離して配置された第１Ｘ電極及び第２Ｘ電極を備える前
記誘電体壁内に埋め込まれたＸ電極と、
　前記放電セルの周囲に沿って分離して配置された第１Ｙ電極及び第２Ｙ電極を備える前
記誘電体壁内に埋め込まれたＹ電極と、
　前記放電セル内に塗布された赤色、緑色、青色の蛍光体層と、を備え、
　前記Ｘ電極が備える電極のうち主放電が始まる電極の表面積は前記Ｘ電極が備える他の
電極の表面積より小さい表面積を有し、かつ、前記Ｙ電極が備える電極のうち主放電が始
まる電極の表面積は前記Ｙ電極が備える他の電極の表面積より小さい表面積を有するよう
に形成されたことを特徴とするプラズマディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記第１Ｘ電極は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向に隣接した放電セルに沿っ
て連続的に配置され、前記第２Ｘ電極は、前記第１Ｘ電極の下部で前記第１Ｘ電極と同じ
方向に分離して配置され、前記第１Ｘ電極及び前記第２Ｘ電極は、電気的に互いに連結さ
れたことを特徴とする請求項１に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項３】
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　前記第１Ｘ電極は、各単位放電セルの周囲に沿って開ループ状または閉ループ状に配置
され、前記第２Ｘ電極は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向にストライプ状に配置
されたことを特徴とする請求項２に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項４】
　前記第２Ｘ電極の表面積は、第１Ｘ電極の表面積よりも相対的に小さいことを特徴とす
る請求項３に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項５】
　前記第１Ｙ電極は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向に隣接した放電セルに沿っ
て連続的に配置され、前記第２Ｙ電極は、前記第１Ｙ電極の上部で前記第１Ｙ電極と同じ
方向に分離して配置され、前記第１Ｙ電極及び前記第２Ｙ電極は、電気的に互いに連結さ
れたことを特徴とする請求項１に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項６】
　前記第１Ｙ電極は、各単位放電セルの周囲に沿って開ループ状または閉ループ状に配置
され、前記第２Ｙ電極は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向にストライプ状に配置
されたことを特徴とする請求項５に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項７】
　前記第２Ｙ電極の表面積は、前記第１Ｙ電極の表面積より相対的に小さいことを特徴と
する請求項６に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項８】
　前記Ｙ電極は、前記Ｘ電極の下部に配置され、前記第２Ｘ電極と第２Ｙ電極とは、互い
に対向して配置されたことを特徴とする請求項２ないし７のうちいずれか１項に記載のプ
ラズマディスプレイパネル。
【請求項９】
　前記Ｘ電極及び前記Ｙ電極は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向に隣接した放電
セルの周囲に沿って同じ方向に連続的に配置され、
　前記放電セル内には前記Ｘ電極及び前記Ｙ電極と交差するように延び、アドレス放電す
るアドレス電極がさらに設置されたことを特徴とする請求項２ないし７のうちいずれか１
項に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項１０】
　前記誘電体壁は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向に配置された第１誘電体壁と
、
　前記第１基板及び前期第２基板の他方向に配置された第２誘電体壁と、を備え、
　前記第２誘電体壁は、隣接した一対の第１誘電体壁の内側から対向する方向に一体に延
びて形成されたことを特徴とする請求項１に記載のプラズマディスプレイパネル。
【請求項１１】
　前記誘電体壁と背面基板との間には、前記誘電体壁と共に放電セルを区画する隔壁がさ
らに設置され、前記蛍光体層は、前記隔壁の内側に塗布されたことを特徴とする請求項１
に記載のプラズマディスプレイパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラズマディスプレイパネルに係り、より詳細には、放電維持のための一対
の放電維持電極対をそれぞれ複数に分離し、これと同時に分離された放電電極の面積を相
異なって形成してパネルのキャパシタンスを低くして、パネルの放電効率を向上させたプ
ラズマディスプレイパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、プラズマディスプレイパネル（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ
：ＰＤＰ）は、複数の放電電極が形成された二つの基板間に放電ガスを注入して放電させ
、これによって発生する紫外線によって蛍光体層の蛍光物質を励起させて所望の数字、文
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字、またはグラフィックイメージを具現する平板表示装置（Ｆｌａｔ　Ｐａｎｅｌ　Ｄｉ
ｓｐｌａｙ：ＦＰＤ）を称する。
【０００３】
　従来のＰＤＰは、前面基板と背面基板とを備え、前面基板の内面には一対の放電維持電
極対であるＸ電極と、Ｙ電極と、Ｘ及びＹ電極を埋め込む前面誘電体層と、前記前面誘電
体層の表面に形成された保護膜層とが順次形成されており、背面基板の内面には前記放電
維持電極対と交差する方向に配置されたアドレス電極と、前記アドレス電極を埋め込む背
面誘電体層とが形成されている。
【０００４】
　一方、前記前面基板と背面基板との間には放電空間を区画する隔壁が配置され、前記隔
壁の内側に赤色、緑色、青色の蛍光体層が形成されている。
【０００５】
　上述したような構造を持つ従来のＰＤＰの作用は、次の通りである。
【０００６】
　まず、Ｙ電極及びアドレス電極にそれぞれ電気的信号を印加して、Ｙ電極及びアドレス
電極の交差する箇所の放電セルを選択した後、Ｘ及びＹ電極に交互に電気的信号を印加し
て前面基板の表面から面放電が起きて紫外線が発生すれば、選択された放電セル内にコー
ティングされた赤色、緑色、青色の蛍光体層から可視光が放出されて静止画または動画を
具現できる。
【０００７】
　ところが、従来のＰＤＰは、前面基板の内面にＸ及びＹ電極だけでなく、前面誘電体層
と保護膜層とが順次形成されているので、放電セル内で発生した可視光線に対する透過率
が６０％にも及ばない。したがって、従来のＰＤＰは、高効率ＦＰＤとして十分に機能し
得ない。
【０００８】
　第２に、パネルを長時間駆動する場合には、放電が蛍光体層に向かって広がる。それ故
に、放電ガスの荷電粒子が電界を通して蛍光体層にイオンスパッタリングを起こすことに
よって、永久残像を生じさせる。
【０００９】
　第３に、放電は、Ｘ及びＹ電極間の放電ギャップから放電セルの外側に広がる。この場
合、放電は前面基板の平面に沿って広がるので、放電セル全体の空間活用度が低い。
【００１０】
　第４に、放電セル内に１０体積％以上の高濃度Ｘｅガスを含む放電ガスを注入すれば、
原子のイオン化及び励起反応で荷電粒子及び励起子（ｅｘｃｉｔｏｎｓ）の生成が増加し
て、輝度及び放電効率は上昇するが、高濃度Ｘｅガスを適用するために初期放電開始電圧
が高くなるという短所がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は前記のような問題点を解決するためのものであり、放電セルの周囲に沿って放
電電極を配置して可視光線の透過率を高めるように構造が改善されたＰＤＰを提供すると
ころに本発明の目的がある。
【００１２】
　本発明の他の目的は、放電空間の側面に沿って設置された放電維持電極対を複数に分離
し、主放電が立ち上がる放電電極の表面積を最小化することで、無効消費電力を抑制して
パネルの放電効率を向上させたＰＤＰを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述のような目的を達成するために、本発明の一側面によるＰＤＰは、互いに対向して
配置された第１基板及び第２基板と、前記第１基板と前期第２基板との間に配置され、前
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記第１基板と前記第２基板と共に放電セルを区画する誘電体壁と、前記放電セルの周囲に
沿って分離配置された第１Ｘ電極及び第２Ｘ電極を備える前記誘電体壁内に埋め込まれた
Ｘ電極と、前記放電セルの周囲に沿って分離配置された第１Ｙ電極及び第２Ｙ電極を備え
る前記誘電体壁内に埋め込まれたＹ電極と、前記放電セル内に塗布された赤色、緑色、青
色の蛍光体層と、を備え、前記Ｘ電極が備える電極のうち主放電が始まる電極の表面積は
前記Ｘ電極が備える他の電極の表面積より小さい表面積を有し、かつ、前記Ｙ電極が備え
る電極のうち主放電が始まる電極の表面積は前記Ｙ電極が備える他の電極の表面積より小
さい表面積を有するように形成されたことを特徴とする。
 
【００１４】
　また、前記第１Ｘ電極は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向に隣接した放電セル
に沿って連続的に配置され、前記第２Ｘ電極は、前記第１Ｘ電極の下部で前記第１Ｘ電極
と同じ方向に分離して配置され、前記第１Ｘ電極及び前記第２Ｘ電極は、電気的に互いに
連結されたことを特徴とする。
【００１５】
　さらに、前記第１Ｘ電極は、各単位放電セルの周囲に沿って開ループ状または閉ループ
状に配置され、前記第２Ｘ電極は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向にストライプ
状に配置されたことを特徴とする。
【００１６】
　さらに、前記第２Ｘ電極の表面積は、第１Ｘ電極の表面積よりも相対的に小さいことを
特徴とする。
【００１７】
　さらに、前記第１Ｙ電極は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向に隣接した放電セ
ルに沿って連続的に配置され、前記第２Ｙ電極は、前記第１Ｙ電極の上部で前記第１Ｙ電
極と同じ方向に分離して配置され、前記第１電極及び前記第２Ｙ電極は、電気的に互いに
連結されたことを特徴とする。
【００１８】
　また、前記第１Ｙ電極は、各単位放電セルの周囲に沿って開ループ状または閉ループ状
に配置され、前記第２Ｙ電極は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向にストライプ状
に配置されたことを特徴とする。
【００１９】
　さらに、前記第２Ｙ電極の表面積は、前記第１Ｙ電極の表面積より相対的に小さいこと
を特徴とする。
【００２０】
　また、前記Ｘ電極及び前記Ｙ電極は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向に隣接し
た放電セルの周囲に沿って同じ方向に連続的に配置され、前記放電セル内には前記Ｘ電極
及び前記Ｙ電極と交差するように延び、アドレス放電するアドレス電極がさらに設置され
たことを特徴とする。
【００２１】
　また、前記誘電体壁は、前記第１基板及び前記第２基板の一方向に配置された第１誘電
体壁と、前記第１基板及び前記第２基板の他方向に配置された第２誘電体壁と、を備え、
前記第２誘電体壁は、隣接した一対の第１誘電体壁の内側から対向する方向に一体に延び
て形成されたことを特徴とする。
【００２２】
　また、前記誘電体壁と背面基板との間には、前記誘電体壁と共に放電セルを区画する隔
壁がさらに設置され、前記蛍光体層は、前記隔壁の内側に塗布されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明のＰＤＰは、放電セルの周囲に沿って配置されたＸ電極及びＹ電極は複数の電極
を備え、その複数の電極はそれぞれ分離して配置され、主放電を開始するＸ電極及びＹ電
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極が有する電極のそれぞれ少なくともいずれか一つの電極はＸ電極及びＹ電極が有する電
極のそれぞれ他の電極よりその表面積を小さく形成することによって、次のような効果を
得ることができる。
【００２４】
　第１に、主放電を開始する電極の表面積がこれと電気的に連結された他の電極の表面積
より小さいため、パネルのキャパシタンスを減らして電流量を減らすことができる。これ
により、消費電力を減らしてパネルの効率を向上させることができる。
【００２５】
　第２に、Ｘ電極とＹ電極間の安定した放電維持を可能にする。
【００２６】
　第３に、広い電圧マージンの確保が可能になってパネルの安定した放電を可能にする。
【００２７】
　第４に、放電空間の側面に沿って放電を具現するようになって放電面が大きく拡大する
。
【００２８】
　第５に、放電空間と対向する基板の内面に放電電極や、これを埋め込む誘電体層が形成
されていないため、開口率が大きく向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、添付された図面を参照して、本発明の一実施形態によるＰＤＰを詳細に説明する
。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施形態によるＰＤＰ１００を一部切除して図示したものである。
【００３１】
　図面を参照すれば、ＰＤＰ１００は、第１基板（以下、「前面基板」と称する）１０１
と、前面基板１０１と平行に配置された第２基板（以下、「背面基板」と称する）１０２
とを備えている。前面基板１０１と背面基板１０２との対向する内面のエッジにはフリッ
トガラスが塗布されて、これらを相互封着して内部空間を外部から密閉させている。
【００３２】
　前面基板１０１は、透明な基板、例えば、ソーダライムガラス（ｓｏｄａ　ｌｉｍｅ　
ｇｌａｓｓ）からなっている。背面基板１０２も、前面基板１０１と実質的に同じ素材か
らなっている。
【００３３】
　前面基板１０１と背面基板１０２との間には、これらと共に放電セルを区画する誘電体
壁１０５が配置されている。誘電体壁１０５は、ガラスペースト（ｇｌａｓｓ　ｐａｓｔ
ｅ）に各種フィラー（ｆｉｌｌｅｒ）を添加した高誘電性の素材からなっている。
【００３４】
　誘電体壁１０５は、前面基板１０１のＸ方向に配置された第１誘電体壁１０３と、Ｙ方
向に配置された第２誘電体壁１０４とを備えている。第２誘電体壁１０４は、隣接した一
対の第１誘電体壁１０３の内側から対向する方向に一体に延びて形成される。結合された
第１誘電体壁１０３及び第２誘電体壁１０４は相互一体に結合されてマトリックス状をな
しており、その結果、放電セルは方形である。
【００３５】
　なお、誘電体壁１０５は、メアンダー状（ｍｅａｎｄｅｒ　ｔｙｐｅ）、デルタ状（ｄ
ｅｌｔａ　ｔｙｐｅ）、または蜂の巣状（ｈｏｎｅｙｃｏｍｂ　ｔｙｐｅ）など多様な形
状の実施形態が存在する。また、誘電体壁１０５によって区画された放電セルは、方形以
外にも、六角形、楕円形、または円形など放電セルを区画できる構造であれば、一つの放
電セル構造に限定されるものではない。
【００３６】
　誘電体壁１０５の内部には、放電維持電極対であるＸ電極１１０とＹ電極１１１とが埋
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め込まれている。Ｘ電極１１０及びＹ電極１１１は、放電セルの内部に配置されたもので
はなく、放電セルの周囲に沿って、誘電体壁の中に埋め込まれて配置されている。Ｘ電極
１１０とＹ電極１１１とは互いに電気的に絶縁されており、相異なる強さの電圧が印加さ
れる。
【００３７】
　誘電体壁１０５の内面には、放電セルの４面の側壁に沿って２次電子を放出できるよう
に、酸化マグネシウム（ＭｇＯ）のような素材から形成された保護膜層１１８が蒸着され
ている。
【００３８】
　誘電体壁１０５と背面基板１０２との間には隔壁１１４がさらに設置されることができ
る。隔壁１１４は、誘電体壁１０５とは異なり、低誘電性の素材からなっている。隔壁１
１４は、誘電体壁１０５の形状と対応するように、誘電体壁１０５と実質的に同じ形状で
配置されている。
【００３９】
　隔壁１１４は、第１誘電体壁１０３と平行な方向に配置された第１隔壁１１５と、第２
誘電体壁１０４と平行な方向に配置された第２隔壁１１６とを備えている。したがって、
第１隔壁１１５及び第２隔壁１１６は相互一体に結合されて、マトリックス状をなしてい
る。
【００４０】
　なお、誘電体壁１０５のみが前面基板１０１と背面基板１０２との間に配置される場合
には、単一壁（ｓｉｎｇｌｅ　ｗａｌｌｓ）で放電セルを区画する構造であり、また、誘
電体壁１０５と隔壁１１４とがいずれも前面基板１０１と背面基板１０２との間に配置さ
れる場合には、誘電率の異なる素材から形成された二層壁（ｄｏｕｂｌｅ　ｗａｌｌｓ）
が放電セルを区画する構造となる。
【００４１】
　背面基板１０２の上面には、Ｘ電極１１０及びＹ電極１１１と交差する方向（前面基板
１０１のＹ方向）にアドレス電極１１２が配置されている。アドレス電極１１２は、放電
セル内に位置している。アドレス電極１１２は、誘電体層１１３によって埋め込まれてい
る。
【００４２】
　ＰＤＰ１００は、面放電型（ｓｕｒｆａｃｅ　ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　ｔｙｐｅ）、対向
放電型（ｏｐｐｏｓｉｎｇ　ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　ｔｙｐｅ）、またはハイブリッド型（
ｈｙｂｒｉｄ　ｔｙｐｅ）によって放電電極が多様に配置されることができる。本実施形
態では、ディスプレイ維持放電（ｄｉｓｐｌａｙ　ｓｕｓｔａｉｎ　ｄｉｓｃｈａｒｇｅ
）を起こすＸ電極１１０及びＹ電極１１１が設置され、これと交差する方向にＹ電極１１
１とアドレッシング放電（ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ　ｄｉｓｃｈａｒｇｅ）を起こすアドレ
ス電極１１２がさらに設置された構造である。なお、このとき、アドレス電極１１２は背
面基板１０２上だけでなく、Ｘ電極１１０及びＹ電極１１１を備えている誘電体壁１０５
内に埋め込むこともできる。
【００４３】
　一方、前面基板１０１及び背面基板１０２と、誘電体壁１０５と、隔壁１１４に区画さ
れた放電セル内には、ネオン（Ｎｅ）－キセノン（Ｘｅ）や、ヘリウム（Ｈｅ）－キセノ
ン（Ｘｅ）のような放電ガスが注入されている。
【００４４】
　また、放電セル内には放電ガスから発生した紫外線によって励起されて可視光線を放出
する赤色、緑色、青色の蛍光体層（ｐｈｏｓｐｈｏｒ　ｌａｙｅｒｓ）１１７が形成され
ている。このとき、蛍光体層１１７は、放電セルのいかなる領域にもコーティングされる
ことができるが、本実施形態では隔壁１１４の内側壁と、誘電体層１１３の上面とに所定
の厚さでコーティングされている。
【００４５】
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　赤色、緑色、青色の蛍光体層１１７は、それぞれの放電セル別にコーティングされてい
る。赤色の蛍光体層は（Ｙ，Ｇｄ）ＢＯ３：Ｅｕ＋３からなり、緑色の蛍光体層はＺｎ２

ＳｉＯ４：Ｍｎ２＋からなり、青色の蛍光体層はＢａＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕ２＋から
なることが望ましい。
【００４６】
　ここで、Ｘ電極１１０は、放電セルの周囲に沿って互いに分離して配置された第１Ｘ電
極１０６及び第２Ｘ電極１０７を有し、Ｙ電極１１１は、放電セルの周囲に沿って互いに
分離して配置された第１Ｙ電極１０８及び第２Ｙ電極１０９を有する。Ｘ電極１１０およ
びＹ電極１１１の少なくとも一つの電極は、第１Ｘ電極１０６および第２Ｘ電極１０７、
第１Ｙ電極１０８および第２Ｙ電極１０９など本実施形態のように、相異なる面積を有し
て形成される二つの電極を含む。
【００４７】
　さらに、図２及び図３を参照して、ＰＤＰの構造を詳細に説明する。
【００４８】
　図２は、図１のパネルが結合された状態でＩ－Ｉ線に沿って切開した断面図である。図
３は、図１の放電電極を分離した透視図である。
【００４９】
　図２及び図３を参照すれば、Ｘ電極１１０は、前面基板１０１及び背面基板１０２の一
方向に形成された隣接した放電セルに沿って連続的に配置されている。Ｘ電極１１０は、
第１Ｘ電極１０６と第２Ｘ電極１０７とを備えているが、第１Ｘ電極１０６は、前面基板
１０１と相対的に隣接して配置されており、第２Ｘ電極１０７は、背面基板１０２と相対
的に隣接して配置されている。これにより、第１電極１０６及び第２Ｘ電極１０７は上下
に分離して配置されている。
【００５０】
　また、第２Ｘ電極１０７は、第１Ｘ電極１０６の下部で第１Ｘ電極１０６が配置された
方向と実質的に同じ方向に配置されており、パネル１００のエッジ（ｅｄｇｅ）で第１Ｘ
電極１０６と電気的に互いに連結されている。
【００５１】
　このとき、第１Ｘ電極１０６は、各単位放電セルの周囲に沿って閉ループ状または開ル
ープ状に配置されている。すなわち、第１Ｘ電極１０６は、図３に示すとおり、単位放電
セルの周囲に沿って連続的な帯状になっているか、少なくともいずれか一部分の連結が切
れた断続的な帯状になっている。
【００５２】
　これに対し、第２Ｘ電極１０７は、各単位放電セルの周囲に沿って開ループ状または閉
ループ状に配置されるのではなく、前面基板１０１及び背面基板１０２の一方向にストラ
イプ状に配置されている。すなわち、第２Ｘ電極１０７は、隣接した単位放電セルの周囲
に沿って連続的に配置された第１Ｘ電極１０６と同じ一方向にストライプ状に配置されて
いる。このとき、第２Ｘ電極１０７は、第１誘電体壁１０３と相応する所にのみ位置して
いる。第２Ｘ電極１０７は、放電セルを区画する一対の第１誘電体壁１０３に複数個配置
されるか、または放電セルを区画する少なくとも一つの第１誘電体壁１０３に配置されて
いる。
【００５３】
　これにより、第２Ｘ電極１０７の表面積は、第１Ｘ電極１０６の表面積より相対的に小
さい。これは、第１Ｘ電極１０７は、第２誘電体壁１０４内にも対応して延びているが、
第２Ｘ電極１０７は、第２誘電体壁１０４に沿って延びていないためである。
【００５４】
　Ｙ電極１１１は、前面基板１０１および背面基板１０２の一方向に形成された隣接した
放電セルに沿って連続的に配置されている。Ｙ電極１１１は、第１Ｙ電極１０８及び第２
Ｙ電極１０９を備えているが、第１Ｙ電極１０８は、背面基板１０２と相対的に隣接して
配置されており、第２Ｙ電極１０９は、前面基板１０１と相対的に隣接して配置されてい
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る。これにより、第１Ｙ電極１０８と第２Ｙ電極１０９とは上下に分離して配置されてい
る。
【００５５】
　また、第２Ｙ電極１０９は、第１Ｙ電極１０８の上部で第１Ｙ電極１０８が配置された
方向と実質的に同じ方向に配置されており、パネル１００のエッジで第１Ｙ電極１０８と
電気的に互いに連結されている。
【００５６】
　このとき、第１Ｙ電極１０８は、各単位放電セルの周囲に沿って開ループ化または閉ル
ープ化された帯状をなして配置されている。第１Ｙ電極１０８の配置は、第１Ｙ電極１０
８を埋め込む誘電体壁１０５が放電セルを区画する構造に依存し、図３に示すとおり、誘
電体壁１０５の周囲に沿って連続的な帯状になっているか、少なくともいずれか一部分の
連結が切れた断続的な帯状になっている。
【００５７】
　一方、第２Ｙ電極１０９は、第１Ｙ電極１０８が配置された方向と同じ一方向に沿って
ストライプ状に配置されている。このような第２Ｙ電極１０９は、第１誘電体壁１０３が
配置された方向に沿って配置されている。第２Ｙ電極１０９は、放電セルを区画する一対
の第１誘電体壁１０３内に複数個埋め込まれているか、または放電セルを区画する少なく
ともいずれか一箇所の第１誘電体壁１０３内に埋め込まれている。
【００５８】
　このように、第２Ｙ電極１０９は、第１誘電体壁１０３に沿って配置されたストライプ
状に配置され、第１Ｙ電極１０８は、第１誘電体壁１０３及び第２誘電体壁１０４に沿っ
て方形に配置されるため、第２Ｙ電極１０９の面積は第１Ｙ電極１０８の面積より相対的
に小さい。
【００５９】
　一方、Ｙ電極１１１は、Ｘ電極１１０の下部に配置されており、主放電（ｍａｉｎ　ｄ
ｉｓｃｈａｒｇｅ）が始まる電極の第２Ｘ電極１０７と第２Ｙ電極１０９とは互いに対向
して配置されている。
【００６０】
　このとき、Ｙ電極１１１とアドレッシング放電（ａｄｄｒｅｓｓｉｎｇ　ｄｉｓｃｈａ
ｒｇｅ）を引き起こすアドレス電極１１２が設置される。アドレス電極１１２は、Ｘ電極
１１０及びＹ電極１１１と交差するように隣接した放電セルを横切って延びている。かか
るアドレス電極１１２は、背面基板１０２の内面に所定間隔離隔して複数個配置され、誘
電体層１１３によって埋め込まれている。
【００６１】
　ここで、複数に分離されたＸ電極１１０及びＹ電極１１１のうち互いに隣接した位置で
対向して配置された第２Ｘ電極１０７及び第２Ｙ電極１０９が、第１Ｘ電極１０６及び第
１Ｙ電極１０８とは異なりストライプ状に配置された理由は、次の通りである。
【００６２】
　主放電が始まるストライプ状で形成された第２Ｘ電極１０７及び第２Ｙ電極１０９の表
面積が帯状で形成された第１Ｘ電極１０６及び第１Ｙ電極１０８の表面積より相対的に小
さいために、パネルのキャパシタンスは減少する。
【００６３】
　すなわち、キャパシタンスは、同じ誘電率を持つ素材であるとすると、距離に反比例し
、面積に比例する（Ｃ＝εＳ／ｄ）。したがって、第２Ｘ電極１０７及び第２Ｙ電極１０
９の面積が小さくなれば、パネルのキャパシタンスも小さくなる。
【００６４】
　これにより、同じ電圧が印加される場合には、第２Ｘ電極１０７及び第２Ｙ電極１０９
の表面積が第１Ｘ電極１０６及び第１Ｙ電極１０８の表面積より小さいため、キャパシタ
ンスＣの値も小さくなり、相対的に電流が小さくなる。したがって、電流が小さくなれば
、パネルの消費電力を低くすることができるので、パネルの放電効率を向上させることが
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できる。
【００６５】
　以上、上述のような構造を持つＰＤＰ１００の作用を図１ないし図３を参照して詳細に
説明すれば、次の通りである。
【００６６】
　まず、外部の電源からアドレス電極１１２とＹ電極１１１との間に所定のアドレス電圧
が印加されれば、発光する放電セルが選択される。選択された放電セルに形成されたＹ電
極１１１上には壁電荷（ｗａｌｌ　ｃｈａｒｇｅ）が溜まる。
【００６７】
　次いで、Ｘ電極１１０に“＋”電圧が印加され、Ｙ電極１１１にＸ電極１１０に印加さ
れた電圧より相対的に高い電圧が印加されれば、Ｘ電極１１０とＹ電極１１１との間に印
加された電圧差によって壁電荷が移動する。
【００６８】
　この壁電荷の移動によって放電空間内の放電ガス原子と衝突しつつ放電を起こしてプラ
ズマを生成させる。このような放電は、相対的に強い電界が形成されるＸ電極１１０とＹ
電極１１１とのギャップから発生する可能性が高くなる。
【００６９】
　したがって、Ｘ電極１１０とＹ電極１１１とが放電空間の４つの側面に沿って形成され
ているので、放電が発生する可能性が大幅増加する。
【００７０】
　次いで、経時的にＸ電極１１０とＹ電極１１１との電圧差を十分に大きく維持させ続け
れば、Ｘ電極１１０とＹ電極１１１との間に形成された電界が強く集中することによって
、放電が放電空間全体に拡散する。
【００７１】
　本実施形態での放電は、放電空間の４つの側面から発生して放電空間の中央に広がるの
で、その拡散範囲が大幅増加する。また、放電によって発生するプラズマは放電空間の側
面に沿って発生して中央部に広がるので、プラズマの量が大幅増大することによって、可
視光線の量が大幅増大する。さらに、プラズマが放電空間の中央部に集中するにつれて、
空間電荷を活用することができるために、ＰＤＰ１００は、低電圧駆動が可能になり、発
光効率が向上する効果を得ることができる。
【００７２】
　上述の方法で放電が引き起こされた後、Ｘ電極１１０とＹ電極１１１との電圧差が放電
電圧より低くなれば、放電はこれ以上発生しないが、空間電荷及び壁電荷が放電空間に形
成される。このとき、Ｘ電極１１０及びＹ電極１１１に印加された電圧の極性を互いに変
えれば、壁電荷に助けられて放電が再び発生する。このように、Ｘ電極１１０及びＹ電極
１１１の極性を直ちに変えれば、最初の放電過程が反復する。したがって、上述した過程
を繰り返す間、放電が安定的に発生する。
【００７３】
　このとき、放電によって生成された紫外線は、各放電空間に塗布されている蛍光体層１
１７の蛍光物質を励起させる。このような過程を通じて可視光が蛍光物質から得られる。
生成された可視光は、放電空間に放射されて画像を具現する。
【００７４】
　また、放電空間の周囲に沿って配置されたＸ電極１１０とＹ電極１１１に関して、互い
に対向して配置された第２Ｘ電極１０７及び第２Ｙ電極１０９はストライプ状であり、第
２Ｘ電極１０７の上部に配置された第１Ｘ電極１０６と、第２Ｙ電極１０９の下部に配置
された第１Ｙ電極１０８とは、開／閉ループ化された形状である。したがって、主放電が
最初に始まる第２Ｘ電極１０７及び第２Ｙ電極１０９の表面積が第１Ｘ電極１０６及び第
１Ｙ電極１０８の表面積より相対的に小さいため、パネル１００のキャパシタンスを減ら
して消費電力を低くすることができる。
【００７５】
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　以上により、本発明は、図面に示された実施形態を参照して説明されたが、これは例示
的なものに過ぎず、当業者ならばこれから多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であ
るという点を理解できるであろう。したがって、本発明の真の技術的保護範囲は、特許請
求の範囲の技術的思想によって決まらねばならない。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明は、プラズマディスプレイパネルの関連技術分野に好適に用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の一実施形態によるＰＤＰを一部切除して示す分離斜視図である。
【図２】図１のパネルが結合された状態でＩ－Ｉ線に沿って切開した断面図である。
【図３】図１の放電電極を示す分離した斜視図である。
【符号の説明】
【００７８】
　　１００　　ＰＤＰ、
　　１０１　　前面基板、
　　１０２　　背面基板、
　　１０３　　第１誘電体壁、
　　１０４　　第２誘電体壁、
　　１０５　　誘電体壁、
　　１０６　　第１Ｘ電極、
　　１０７　　第２Ｘ電極、
　　１０８　　第１Ｙ電極、
　　１０９　　第２Ｙ電極、
　　１１０　　Ｘ電極、
　　１１１　　Ｙ電極、
　　１１２　　アドレス電極、
　　１１３　　誘電体層、
　　１１４　　隔壁、
　　１１５　　第１隔壁、
　　１１６　　第２隔壁、
　　１１７　　蛍光体層、
　　１１８　　保護膜層。
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